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監査役の退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 25 年４月 25 日開催予定の当社第 56 期定

時株主総会終結の時をもって、監査役に対する退職慰労金制度を廃止することを決議いた

しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本件につきましては、監査役全員の同意を得ております。 

 

記 

 
1.目的 

   監査役の報酬体系を見直し、退職慰労金を廃止して固定報酬に一本化することにより、

監査役の経営に対する独立性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的

とします。 

 

2.内容 

   監査役の退職慰労金制度を平成 25 年４月 25 日開催予定の当社第 56 期定時株主総

会終結の時をもって廃止いたします。これに伴い、在任中の監査役に対し、制度廃止まで

の在任期間に対応した退職慰労金を打ち切り支給することを同株主総会に付議いたしま

す。また、その支給の時期は監査役の退任時といたします。なお、従来より社外監査役へ

の退職慰労金制度はありません。 
 
 
（ご参考：当社の役員報酬制度について） 
当社の役員報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲で以下の方針に基づき決定い

たします。 
  取締役報酬については、業績連動の基本報酬と退職慰労金から構成され、基本報酬の

額については、年度ごとの当社グループの連結業績（連結売上高および連結営業利益）

を指標とし、その達成度により決定しております。 
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一方、退職慰労金については、当社「役員退職慰労金規程」により算出し、平成 25 年４月

25 日開催予定の当社第 56 期定時株主総会より、贈呈金額を個別に明示した上で議案を

付議することとしております。なお、金額の算定方法は、同規程に定める基準に従っており、

恣意性が入る余地はありません。 
監査役報酬については、同株主総会終了後より、固定報酬のみとなります。 

 

 

以 上 

 


